
は申込み先、
は問合せ先です。

申

問

Information

コ
ー
ナ
ー

日
、
毎
月
末
日
、
年
末
年
始
（
12

月
28
日
〜
１
月
４
日
）

問
生
涯
学
習
課
（
内
線
７
２
２

３
１
）

鳥
類
飼
養
状
況
調
査
に
ご
協
力

く
だ
さ
い

　

家
畜
伝
染
病
予
防
法
の
規
定
に

基
づ
き
、
鳥
類
飼
養
羽
数
の
調
査

を
行
っ
て
い
ま
す
。
飼
養
し
て
い

る
方
は
、
速
や
か
に
届
け
出
て
く

だ
さ
い
ま
す
よ
う
ご
理
解
と
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。

調
査
目
的
▼
高
病
原
性
鳥
イ
ン
フ

ル
エ
ン
ザ
の
ま
ん
延
防
止
の
た
め

対
象
鳥
類
▼
ア
ヒ
ル
、
ウ
ズ
ラ
、

七
面
鳥
、
キ
ジ
、
ダ
チ
ョ
ウ
、
ホ

ロ
ホ
ロ
鳥

報
告
期
限
▼
随
時
受
付
け

※ 

飼
養
羽
数
の
多
少
に
関
わ
ら

ず
、
必
ず
ご
報
告
く
だ
さ
い
。

申
・
問
農
政
課
（
内
線
５
２
６
）

公
営
住
宅
入
居
収
入
基
準
の
変

更
に
つ
い
て

　

公
営
住
宅
法
施
行
令
の
改
正
に

伴
い
、平
成
21
年
４
月
１
日
か
ら
、

入
居
申
込
み
で
き
る
方
の
収
入
基

準
（
公
営
住
宅
へ
の
入
居
申
込
み

可
能
な
収
入
の
上
限
）
が
低
額
に

改
定
さ
れ
、
入
居
申
込
み
可
能
な

方
は
こ
れ
ま
で
以
上
に
限
定
さ
れ

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

こ
の
た
め
、
４
月
１
日
以
降
、

基
準
を
超
え
る
方
は
申
込
み
が
で

き
な
く
な
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く

だ
さ
い
。

※ 

政
令
月
収
▽
政
令
の
規
定
に
基

づ
き
、
年
間
粗
収
入
か
ら
、
給

与
所
得
控
除
・
配
偶
者
控
除
・

扶
養
親
族
控
除
等
を
行
っ
た
上

で
月
収
換
算
す
る
こ
と
に
よ
り

算
定
し
た
も
の

問
笠
間
市
都
市
計
画
課
（
内
線

５
８
７
）・
笠
間
支
所
道
路
整
備

課
（
内
線
７
２
１
４
１
）

新
し
く
浄
化
槽
を
設
置
す
る
方
へ

　

４
月
１
日
か
ら
浄
化
槽
設
置
補

助
金
の
希
望
申
込
み
を
受
け
付
け

ま
す
。

　

平
成
21
年
度
に
浄
化
槽
を
設
置

し
よ
う
と
す
る
方
で
、
補
助
金
を

希
望
す
る
方
は
４
月
１
日
㊌
か
ら

６
月
１
日
㊊
ま
で
申
込
み
を
受
け

付
け
ま
す
。（
補
助
の
対
象
は
高

度
処
理
型
の
浄
化
槽
で
す
。）

　

つ
き
ま
し
て
は
、「
希
望
申
込

申
請
書
」
が
下
水
道
課
及
び
本
所

環
境
保
全
課
、
各
支
所
生
活
課
に

あ
り
ま
す
の
で
申
請
を
お
願
い
し

ま
す
。

　

な
お
、
申
請
書
は
下
水
道
課

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

申
・
問
下
水
道
課
（
内
線
７
１

１
３
０
）

笠
間
市
立
歴
史
民
俗
資
料
館
の

休
館
日
が
変
わ
り
ま
す

　　

４
月
か
ら
、
笠
間
市
立
歴
史
民

俗
資
料
館
は
、
新
た
に
毎
週
水
曜

日
と
金
曜
日
が
休
館
と
な
り
ま
す
。

管
理
体
制
の
変
更
に
伴
う
休
館
日

の
変
更
で
す
。
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

休
館
日
▼
月
・
水
・
金
曜
日
、
祝

母
子
家
庭
等
日
常
生
活
支
援
家

庭
生
活
支
援
員
の
登
録
に
つ
い
て

　

母
子
家
庭
や
父
子
家
庭
及
び
寡

婦
の
方
に
、
必
要
な
サ
ー
ビ
ス
を

行
う
家
庭
生
活
支
援
員
を
募
集
し

て
い
ま
す
。

支
援
内
容
／

① 

生
活
援
助
…
母
子
家
庭
等
の
自

宅
に
お
け
る
食
事
や
身
の
回
り

の
世
話
、
住
居
の
掃
除
、
生
活

必
需
品
等
の
買
い
物
な
ど

② 

子
育
て
支
援
…
家
庭
生
活
支
援

員
の
自
宅
等
に
お
け
る
乳
幼
児

の
保
育

資
格
要
件
／

① 

生
活
援
助
…
ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー

３
級
以
上

②
子
育
て
支
援
…
保
育
士

手
当
▼
サ
ー
ビ
ス
を
行
な
っ
た
場

合
、
時
間
数
に
応
じ
て
報
償
費
が

支
給
さ
れ
ま
す
。

申
込
み
▼
所
定
の
申
込
書
に
必
要

事
項
を
記
入
し
、
資
格
要
件
の
証

明
書
の
写
し
を
添
え
て
次
へ
。

※ 

こ
の
制
度
を
利
用
し
た
い
方
は
、

事
前
に
子
ど
も
福
祉
課
を
通
し
、

県
へ
登
録
し
て
く
だ
さ
い
。

申
・
問
／

母
子
福
祉
セ
ン
タ
ー
（
〒
３
１
０

－

０
０
６
５
水
戸
市
八
幡
町
11

－

52
）

℡
０
２
９
（
２
２
１
）
８
４
９
７

FAX
０
２
９
（
２
２
１
）
８
６
１
８

子
ど
も
福
祉
課
（
内
線
１
６
５
）

案　

内

案　

内 
案　

内 

  

  

パソコンパソコンはじめよう！はじめよう！はじめよう！はじめよう！はじめよう！はじめよう！
1時間無料体験実施中
＊初心者・趣味・実務・資格取得まで＊

パソコン教室 友部校
笠間市役所前 TEL0296-70-5851

笠間市立歴史民俗資料館

世帯区分 現　行 改正後

一般世帯
政令月収
20万円以
下

政令月収
15万８千
円以下

裁量世帯
（高齢者・障
害者世帯）

政令月収
26万８千
円以下

政令月収
21万４千
円以下
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TEL

3月11日～20日 /福
祉作文「ぼくの二人の
おばあさん」
3月21日～31日 /民
話「サクラ井戸のカッパ」
4 月1日～10日 / 北
川根支部だよりから「昔
遊びを通して」

テレフォンサービステレフォンサービス
（☎77-9711）（☎77-9711）

申
・
問
／

（
独
）
平
和
祈
念
事
業
特
別
基
金

℡
０
１
２
０
（
２
３
４
）
９
３
３

社
会
福
祉
課
（
内
線
１
５
９
）

八
重
桜
ま
つ
り
（
那
珂
市
）

期
日
▼
４
月
25
日
㊏
〜
５
月
４
日

㊊　

午
前
９
時
〜
午
後
５
時

夜
桜
▼
４
月
25
日
㊏
・
26
日
㊐
・

29
日
㊌
午
後
９
時
ま
で

問
那
珂
市
役
所
商
工
観
光
課

℡
０
２
９
（
２
９
８
）
１
１
１
１

第
21
回
東
海
さ
く
ら
ま
つ
り

 
（
東
海
村
）

期
日
▼
４
月
１
日
㊌
〜
20
日
㊊

場
所
▼
阿
漕
ヶ
浦
公
園

ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
▼
午
後
９
時
ま
で

問
東
海
村
観
光
協
会
（
東
海
村
経

済
課
内
）

℡
０
２
９
（
２
８
２
）
１
７
１
１

涸
沼
自
然
公
園
（
キ
ャ
ン
プ
場
）

 

（
茨
城
町
）

　
利
用
期
間
▼
４
月
25
日
㊏
〜
10
月

31
日
㊏

料
金
／

① 

オ
ー
ト
キ
ャ
ン
プ
場
▽
１
区
画

５
０
０
０
円

② 

テ
ン
ト
サ
イ
ト
▽
テ
ン
ト
１
張

２
０
０
０
円
、
タ
ー
プ
１
張

と
な
り
の
ま
ち
か
ら

と
な
り
の
ま
ち
か
ら 

水
戸
地
方
広
域
市
町
村
圏
協
議
会

水
戸
地
方
広
域
市
町
村
圏
協
議
会 

と
な
り
の
ま
ち
か
ら 

水
戸
地
方
広
域
市
町
村
圏
協
議
会 

エコフロンテアかさま監視委員会活動報告
　（１月27日）

　環境保全事業団より、排ガスの維持管理・浸出水処
理等資料の提出を求め、その資料に基づき維持管理状
況の報告を受けた。
【排ガスの維持管理】
　排ガスの維持管理については、昨年９月29日に実
施した定期測定では、全ての項目で法定基準値及び自
主管理基準値を満たした。
　また、昨年の10月から12月までの常時監視では、
日最大値がばいじん以外の項目で自主管理基準値を超
える日があったが、法定基準値では全ての項目を満た
しているとの報告を受けた。
　自主管理基準値については、すべての項目で常時目
標値を達成することが求められる。
【浸出水の放流】
　浸出水の流入水・放流水については、毎月２回の水
質検査を実施した。
　昨年10月から12月までの浸出水には数値に大き
な変化はなく、放流水についても、全ての項目で下水
道の放流基準値を満たしていることを確認した。
【次回の監視活動】
　搬入車両等対策・廃棄物受入方法等の監視を実施。

家
電
リ
サ
イ
ク
ル
法
の
一
部
改
正

　

平
成
21
年
４
月
１
日
か
ら
同
法

の
一
部
が
改
正
さ
れ
、
家
電
リ
サ

イ
ク
ル
対
象
機
器
に
、
液
晶
式
テ

レ
ビ
、
プ
ラ
ズ
マ
式
テ
レ
ビ
、
衣

類
乾
燥
機
が
追
加
さ
れ
ま
す
。

家
電
リ
サ
イ
ク
ル
対
象
機
器
／

○
エ
ア
コ
ン

○
冷
蔵
庫
・
冷
凍
庫

○ 

テ
レ
ビ
（
ブ
ラ
ウ
ン
管
式
・
液

晶
式
・
プ
ラ
ズ
マ
式
）

○
洗
濯
機

○
衣
類
乾
燥
機

問
環
境
保
全
課
（
内
線
１
２
７
）、

笠
間
支
所
生
活
課
（
内
線
７
２

１
２
３
）、岩
間
支
所
生
活
課
（
内

線
７
３
１
６
２
）又
は
メ
ー
カ
ー
・

販
売
店
へ

詳
し
く
は
、（
財
）
家
電
製
品
協

会
家
電
リ
サ
イ
ク
ル
券
セ
ン
タ
ー

℡
０
１
２
０
（
３
１
９
）
６
４
０

「
特
別
慰
労
品
」
贈
呈
の
受
付
が

終
了
し
ま
す

　

引
揚
者
、
恩
給
欠
格
者
、
戦
後

強
制
抑
留
者
の
ご
本
人
に
、
特
別

慰
労
品
を
贈
呈
し
て
い
ま
す
。
引

揚
者
は
、
終
戦
の
日
ま
で
引
き
続

き
１
年
以
上
外
地
で
生
活
し
、
戦

後
引
き
揚
げ
て
き
た
家
族
全
員
が

対
象
で
す
。
請
求
書
は
社
会
福
祉

課
・
支
所
福
祉
課
に
あ
り
ま
す
の

で
、早
急
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

受
付
期
限
▼
３
月
31
日
㊋

１
０
０
０
円

③ 

バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
炉
▽
１
炉

１
５
０
０
円

④ 
バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
（
道
具
持
込
）

▽
１
人
１
０
０
円（
５
歳
以
上
）

申
・
問
／

涸
沼
自
然
公
園
管
理
事
務
所

℡
０
２
９
（
２
９
３
）
７
４
４
１
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